
３ 持続可能で安心できる年金制度の構築

７兆１８７億円（６兆６，４４６億円）

○ 年金給付費国庫負担金 ７兆１８７億円

）基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合（１／３＋２５／１０００

に７／１０００（平成１９年度 １，１２４億円）を加え、１／３＋３２／１０００

とする。

○ 社会保障協定の推進 ３２百万円

国際的な人的交流が活発化し、企業間の国際競争が激しさを増す中で、日本と外

国の年金制度等への二重加入の回避と年金の受給権確保を図るため、社会保障協定

の締結に向けた取組を着実に推進する。

（参考１）平成１９年度の年金額について

・ 年金額への影響（据え置き）

（平成１８年度） （平成１９年度）

【サラリーマン世帯の標準的な年金額】

厚生年金（月額） ２３２，５９２円 → ２３２，５９２円

【老齢基礎年金】

国民年金（月額） ６６，００８円 → ６６，００８円

（注）平成１８年の消費者物価指数の対前年比変動率は＋０．３％であるが、平成１９

年度の年金額については、平成１５～１７年度の実質賃金の伸び率等を勘案し、改

定せず据え置き。

（参考２）平成１９年度の国民年金の保険料について

【国民年金保険料月額】

（平成１８年度） （平成１９年度）

１３，８６０円 → １４，１００円

（注）平成１９年度の国民年金保険料は、法律上平成１６年度価格で１４，１４０円

とされているが、平成１７年物価変動率が▲０．３％となったこと等から、

１４，１００円となる。



４ 安定的で効率的な年金制度の運営の確保等

～社会保険庁改革の更なる推進～

４，８１３億円（４，９５２億円）

公的年金の運営を再構築し、国民の信頼を回復するため、社会保険庁を廃止・解体

し、公的年金に係る財政責任・管理責任は国が担うこととし、その運営に関する業務

は新たな非公務員型の新法人を設けてこれに担わせるなど、社会保険庁改革関連法案

の平成１９年通常国会への提出を図る。

また、法令遵守の徹底、事務処理方法の改善、閉鎖的な組織体質の解消など、事務

処理体制の見直しを進めるとともに、国民サービスの向上、保険料収納率の向上、ガ

バナンスの強化、民間委託の大幅な拡大等の取組を徹底するなど、業務改革・意識改

革・組織改革の更なる推進を図る。

（１）組織改革・職員の意識改革の推進 ３８百万円

○ 業務の標準化・統一化の徹底等 ３百万円

社会保険事務所の業務の標準化・統一化の徹底、法令遵守の意識の徹底、能力重

視の広域人事の断行等の取組を早急に進める。さらに、職員の能力・実績の評価を

任用・給与に反映させる新人事評価を実施するなど、職員一人ひとりの意識改革を

徹底する。

○ 監査機能の強化 百万円３５

監査機能の強化を図るため、外部専門家を活用して業務・会計・個人情報管理に

関する監査を実施する。

（２）業務改革の推進 １，５３９億円

○ 国民サービスの向上 ５．９億円

保険料納付実績や年金額の見込みを定期的に通知する「ねんきん定期便」を一部

前倒しして実施する。

○ 保険料収納対策の強化 １２２億円

市町村からの所得情報を活用した強制徴収及び免除勧奨の実施、納付督励活動の

着実な実施等により、国民年金保険料の収納対策を一層強化する。



○ 民間委託の拡大 ２９億円

市場化テストのモデル事業のうち、国民年金保険料の収納事業について、対象社

会保険事務所を大幅に拡大して公共サービス改革法に基づく民間競争入札を実施す

るなど、民間委託を大幅に拡大する。

・ 国民年金保険料の収納事業 ３５事務所 → ９５事務所

・ 厚生年金保険等の未適用事業所に対する適用促進事業

１０４事務所 → ３１２事務所

○ 社会保険オンラインシステムの見直し １，３８２億円

社会保険オンラインシステムについて、競争入札を可能とし運用調達コストを削

減するため、平成１８年度から２２年度までの５年間でシステムのオープン化（専

用機器から汎用機器への移行、記録管理及び基礎年金番号管理システムのソフトウェ

アの再構築等）を図り、汎用性のある効率的なシステムの構築を着実に実施する。

なお、平成１９年度税制改正大綱の内容に沿って、個人住民税の公的年金からの

特別徴収について、公的年金受給者の納税の便宜等を図る観点から、所要のシステ

ム開発を行う。

（３）事務・事業の効率化への対応等 １．４億円

「 」（ ）被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について 平成１８年４月閣議決定

に基づき年金相談等の情報共有化を推進するとともに、行政改革推進法に基づき平成

１９年度に厚生保険特別会計と国民年金特別会計を統合（年金特別会計）し、事務・

事業の合理化・効率化を図る。

※ 平成１９年度は年金事務費の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続

し、平成２０年度以降は恒久的な措置を講ずる。



第８ 障害者の自立支援の推進、生活保護制度の適正

な実施

障害者の自立した地域生活を支援するため、良質な障害福祉サービスを確保する

とともに、福祉施設で働く障害者の工賃水準の引上げを図るほか、発達障害者施策

を推進する。また、職業的自立に向けた就労支援のための施策の総合的推進を図る

とともに、障害者自立支援法の円滑な運用のための措置を図る。

さらに、生活保護制度を適正に実施するため、要保護世帯向け長期生活支援資金

の創設、公平・自立支援の観点からの母子加算の見直し、福祉事務所等における自

立支援プログラムの着実な推進などを行う。

１ 障害者の自立した地域生活を支援するための施策の推進

８，９９５億円（８，１２７億円）

（１）良質な障害福祉サービスの確保 ４，４７３億円

、 、 、ホームヘルプ グループホーム 就労移行支援事業等の障害福祉サービスについて

障害福祉計画に基づき、各市町村において推進を図る。

。また、障害者自立支援法の着実な定着を図るため、利用者負担の更なる軽減を講ずる

＜利用者負担の軽減の内容＞

・ 通所・在宅 １割負担の上限額の引下げ（２分の１→４分の１）

軽減対象世帯の拡大（収入ベースで概ね年間６００万円まで）

※ 障害児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施

・ 入所 工賃控除の徹底（年間２８．８万円まで全額控除）

（参考）障害者自立支援法円滑施行特別対策 ～３つの改善策～

【特別対策の規模】１，２００億円（国費）

・ 平成１９年度、２０年度当初予算対応額 ２４０億円

① 利用者負担の更なる軽減

・ 平成１８年度補正予算計上額 ９６０億円

② 事業者に対する激変緩和 （３００億円）

③ 新法への移行等のための緊急的な経過措置 （６６０億円）

※ ②、③を実施するため、都道府県に基金を造成



（２）障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 １，３８３億円

（ 、 、 ）心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療 精神通院医療 更生医療 育成医療

等を提供する。

（３）地域生活支援事業の実施 ４００億円

障害者のニーズを踏まえ、市町村において移動支援や地域活動支援センターなど障

害者の地域生活を支援する事業を実施する。

（４）工賃倍増計画の推進（新規） ５億円

福祉施設で働く障害者の工賃を、今後５年間で現在の水準から倍増させることを目

標とする「工賃倍増計画」を各都道府県が策定し、その達成のために必要な施策の促

進を図る。

（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の

整備 １５０億円

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の確

保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進する。

． （ ． ）２ 発達障害者支援施策の拡充 ９ ６億円 ２ ７億円

（１）発達障害者の支援手法の開発や普及啓発の着実な実施 ８億円

○ 発達障害者支援開発事業の創設（新規） ５．２億円

既存の資源を活用して発達障害のある子供の成長に沿った一貫した支援ができる

よう発達障害者支援のモデル事業を実施し、発達障害者への有効な支援手法を開発・

確立する。

○ 発達障害情報センター（仮称）の創設（新規） ５０百万円

発達障害に関する知見を集積し、全国の発達障害者支援機関への情報提供を行う

とともに、発達障害に関する情報の幅広い普及啓発活動を行うため 「発達障害情、

報センター（仮称 」を設置する。）

○ 発達障害研修事業の充実 １８百万円

発達障害施策に携わる職員に対する研修を行い、各支援現場等における対応の充

実を図る。




